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１．有料指定袋制度の基本的な考え方

　行橋市では、平成１４年７月１日から家庭及び事業所が一般廃棄物を排出する場合には、市が指定

する『指定袋』や『粗大ごみシ－ル』等（以下『指定袋等』という。）を利用しなければならないようになり

ました。この有料指定袋制度は、それまでの『定額制』と違い、市民の皆様に『ごみの排出に応じた処

理料金を負担していただく』という制度で、この制度の実施によって『ごみ処理料金の公平化』を図ると

ともに更なるごみの減量化やリサイクルを促進していこうとするものです。

　指定袋等を販売するためには、市役所環境課へ指定袋等を販売したい旨の『指定袋等販売店登録

申請書』（様式第１号）を提出していただき、『指定袋等販売店』（以下『販売店』という。）として登録して

いただきます。

　指定袋は、市民が『ごみ処理手数料』を市に納めたという証明書（領収の証）という性質を持っていま
す。

３．指定袋等の販売について

２．指定袋の性質

－１－

　指定袋等の販売は、普通の商品と取り扱いが異なります。販売店は『市民が市に支払うべき「ごみ処

理手数料」を市に代わって収納』し、それと同時に『その証として、金額に応じた指定袋等を市民に渡

す。』ということになります。つまり、市から指定袋という商品の販売を委託されているのではなく、『ご

み処理手数料の収納業務』を委託されていると考えて下さい。
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４．指定袋等の取り扱い（販売）の基本的な考え方



　※販売価格は、令和１２年７月３１日までの価格となります。

大袋（４５ℓ） １セット ３３０円

中袋（３０ℓ） １セット ２１０円

小袋（１５ℓ） １セット ９０円

大袋（４５ℓ） １セット ３３０円

不 中袋（３０ℓ） １セット ２１０円

小袋（１５ℓ） １セット ９０円

燃 大袋（４５ℓ） １セット ３３０円

中袋（３０ℓ） １セット ２１０円

ご 小袋（１５ℓ） １セット ９０円

大袋（４５ℓ） １セット ３３０円

み 中袋（３０ℓ） １セット ２１０円

小袋（１５ℓ） １セット ９０円

大袋（４５ℓ） １セット ９０円

ひも （１種類） １　個 ４００円

ｼｰﾙ（１種類） １　枚 １５０円

５（１）．指定袋等の販売価格

粗大ごみ

その他不燃

セット単位袋については

－２－

資　源　袋

資源こ゛み

可燃ごみ

　指定袋等は、以下に従って販売していただくことになります。

　必ず記載の表示価格で販売して下さい。

　いかなる場合も販売価格の変更は認められませんのでご注意ください。

　※販売価格には、消費税及び地方消費税が含まれています。

販売価格
（表示価格）

かん類

ビン類

１個単位での販売になります。

販　売　方　法袋　等　の　種　類

１セット１０枚入りで販売します。

１枚単位での販売になります。

Ｅ②－⑧－４

Ｅ②－⑧－４



６．指定袋等の販売手数料（市⇒各販売店）

７．納品した指定袋等の代金の振込みについて（各販売店⇒市）

８．販売までの基本的な流れ

　　（６）　　市が発行する納入通知書により納品した１ケ月分の指定袋等の代金を納期限までに
　　　　　　 速やかに指定金融機関等に払い込む。

（例）　　大袋２０セット（２００枚）、中袋１０セット（１００枚）を納品したときの販売手数料は

　　　　　（330円×20セット＋210円×10セット）×0.07×1.10＝669円になります。

　指定袋等の販売手数料は、納品した指定袋の総額の７％相当額に納品時の消費税及び地方消費

税を乗じた額（１円未満切捨て）を加えた額とします。

この販売手数料については、繰替払いの方法でお支払いします。

（※繰替払いの方法については、下記参照。）

　　（５）　　指定袋等の受け取り（配送業者から指定袋等を受領し、納品数量を確認する。）

　　　　　330円×20セット＋210円×10セット＝8,700円になります。

　指定袋等の代金の振込みは、市が発行する納入通知書により１ケ月分を納期限までに速やかに市

の指定金融機関等に払い込んで下さい。

　この場合の振込み金額は、指定袋等の代金の総額から６で計算した販売手数料を差し引いた額とし

ます。　（販売手数料の繰替払い）

－３－

　　（４）　　指定袋等の注文（日本通運へ指定袋等を直接FAX等で注文する。）

　　（３）　　ごみ処理手数料収納業務委託契約の締結

↓

（例）　　大袋２０セット（２００枚）、中袋１０セット（１００枚）を納品したときの販売手数料は

　　　　　市に納入する金額は

　　　　　8,700円－669円＝8,031円になります。

↓

↓

　　　　　（330円×20セット＋210円×10セット）×0.07×1.10＝669円になります。

　　（２）　　販売店として登録　

　　　　　指定袋の代金は

　　（１）　　指定袋等販売店登録申請（指定袋等販売店登録申請書を環境課管理係へ提出する。）
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↓

↓

↓

　　（７）　　（６）と同時に販売手数料受領（繰替払い）



納品後の商品の不足・破損等の申し出は一切受付けません。

　
余分な在庫をかかえない様に発注し、納品日の古い指定袋等からの販売をお願いします。

９．指定袋等を販売するに当たっての注意事項

１０．消費税の取り扱いについて

１２．販売店の収入について

－４－

（７）　　注文販売はできません。
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　指定袋等は、実際はごみ処理手数料を支払ったという証になるものであり、その売上額は、『ごみ処

理手数料』を市の委託を受け、市に代わって徴収したものとなるため、市の収入となり、販売店の売り

上げ（収入）にはなりません。

（２）　　指定袋等の値引き及び抱き合わせ販売をしないで下さい。

　販売店の実質の収入は、『Ｎｏ．６　指定袋等の販売手数料（市⇒各販売店）』で記載している、納品

した指定袋等の７％及びこの７％相当額に納品時の消費税及び地方消費税を乗じた額（１円未満切

捨て）を加えた額の【販売手数料】となります。

　販売店自身が排出するごみ（事業系一般廃棄物）に指定袋を使用する場合も、通常の販売と同様に

取り扱い、販売数量に計上して下さい。　もし、販売数量に計上することを怠ると、販売数量と在庫数

量に差が生じ、トラブル発生の原因となりますので十分にご注意下さい。

１１．売上額の取り扱いについて

（４）　　袋の販売価格を間違えないようにして下さい。

（３）　　販売店の景品として使用しないで下さい。

　　　　　指定袋等を販売する場合には、次の事項に十分注意して販売して下さい。

　　　　 例えば大袋（１セット６３０円）を中袋（１セット４２０円）の価格で販売した場合、
　　　　 その差額の２１０円は、　販売店が負担することになります。

（１）　　指定袋等は、行橋市廃棄物の処理及び清掃等に関する条例に規定されたごみ処理手数料
　　　　 を市民の方が支払ったという証になるものです。従って販売価格の変更は認められません
          ので、決められた価格で販売して下さい。

（５）　　納品時に必ず、発注した商品があるのか、破損等が無いかの確認をしてください。

１３．販売店が指定袋等を使用する場合

（６）　　販売店にて在庫管理及び納品日の把握は責任を持って行ってください。

　　　　販売価格は消費税及び地方消 費税を含んだ価格（内税）となります。



－５－

  店舗の移転、代表者の変更など販売店の登録事項に変更が生じた場合は、『指定袋等販売店登録

事項変更届』（様式第３号）を提出して下さい。

　各販売店は、各袋等の在庫数と販売実績を基に必要枚数を把握し、下記に発注して下さい。

また指定袋の発注は正確を期すためＦＡＸを原則とします。

１４．販売店として登録した内容に変更が生じた場合

１５．販売店としての登録を取り消し、指定袋等の販売を中止する場合

　　　　　　　Ｆ　Ａ　Ｘ　　　　（　　２４時間　　）

（２）　　受　　　付　　　日

１７．指定袋等の発注及び配送の方法について

   『店舗を閉店する』等の理由により、指定袋等の販売を中止しようとする場合は、『指定袋販売店登
録取消申請書』　（様式第４号）を提出して下さい。

Ｅ②－⑧－７

　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　　０９３－５７１－７２２８

　※配送委託業者の変更が発生した場合はご連絡します　

（１）　　発　　注　　方　　法

１６．契約の締結　　

　　　　　　　・　木曜日午後から金曜日午前中の受付　⇒　月曜日の配達

　　　　　　　ＦＡＸを原則とします。（ＦＡＸ専用用紙を使用して下さい。）

　　　　　　　日曜、祝日、配送業者の年末年始、お盆休みを除く平日とします。

　　　　　　日本通運　㈱　福岡ロジスティクス支店　営業課　　御中
　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　　０９３－５７１－５０９１

（３）　　受　付　時　間

（４）　　配　　　送　　　日

　　　　　　　・　金曜日午後から火曜日午前中の受付　⇒　水曜日の配達

　　　　　　　・　火曜日午後から木曜日午前中の受付　⇒　金曜日の配達

指　　定　　袋　　等　　発　　注　　先

　新規で販売店として登録する場合、行橋市と『ごみ処理手数料収納業務契約』を締結する必要があ
ります。
　この契約を交わすことによって初めて手数料収納業務（指定袋等の販売）を受託することができるよ
うになります。



１８．誤発注について

　　　　　　　　　　　　行橋市役所　環境水道部　環境課管理係

　　　　　　　　　　　　電　　話　　０９３０－５５－９６４７

１９．そ　　の　　他

（１）　市が提出を求めた書類、資料については、指定の期日までに速やかに提出して下さい。

－６－

　

　　　　　　　　　　　　〒８２４－８６０１　　　福岡県行橋市中央一丁目１番１号
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相　　　　　　談　　　　　　窓　　　　　　口

　在庫処分や発注者の誤りにより商品を発注した場合、当該商品の返品、交換等の対応は、原則とし
て行わないものとします。
　ただし、本市との協議の結果、必要があると認めれれる場合は、この限りではありません。


